
省

令
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示

平成˜Ÿ年Ÿ月 日 水曜日 第›š �号官 報

児
童
福
祉
法
施
行
令
及
び
社
会
福
祉
法
施
行
令
の
一
部

を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
十
八
年
八
月
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

政
令
第
二
百
六
十
一
号

児
童
福
祉
法
施
行
令
及
び
社
会
福
祉
法
施
行
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等

の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年

法
律
第
七
十
七
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
ら
れ
た
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百

六
十
四
号
）
第
五
十
一
条
第
四
号
、
同
法
第
五
十
三
条
及

び
第
五
十
五
条
並
び
に
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
四
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ

き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
児
童
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第

七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
四
十
二
条
の
二

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教

育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
就
学

前
保
育
等
推
進
法
」
と
い
う
。）第
十
三
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
五
十
一
条
第
四

号
に
規
定
す
る
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定

し
た
額
は
、
私
立
認
定
保
育
所
（
就
学
前
保
育
等
推

進
法
第
十
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
私
立
認
定

保
育
所
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
お
け
る

法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
育
の
実
施
に

係
る
児
童
の
保
護
者
を
、
法
第
五
十
六
条
第
三
項
に

規
定
す
る
本
人
又
は
そ
の
扶
養
義
務
者
と
み
な
し
、

当
該
私
立
認
定
保
育
所
に
つ
い
て
同
項
の
規
定
を
適

用
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
市
町
村
の
長
が
当
該

保
護
者
か
ら
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
額
と
し
て
定

め
る
額
と
す
る
。

〇
文
部
科
学
省

農
林
水
産
省

環

境

省
告
示
第
一
号

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関

す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
四
十
五
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
ア
カ
ガ
シ
ラ
カ
ラ
ス
バ
ト
に

関
す
る
保
護
増
殖
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
示
す

る
。
本
保
護
増
殖
事
業
計
画
は
、
文
部
科
学
省
、
農
林
水

産
省
、環
境
省
及
び
東
京
都
庁
に
備
え
付
け
て
供
覧
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
九
日文

部
科
学
大
臣

小
坂

憲
次

農
林
水
産
大
臣

中
川

昭
一

環
境
大
臣

小
池
百
合
子

ア
カ
ガ
シ
ラ
カ
ラ
ス
バ
ト
に
関
す
る
保
護
増
殖
事

業
計
画

第
一

事
業
の
目
標

本
事
業
は
、
本
亜
種
の
生
息
状
況
等
を
把
握
し
、
生

息
を
圧
迫
す
る
要
因
の
軽
減
、
除
去
等
を
行
い
、
本
亜

種
の
生
息
に
必
要
な
環
境
の
維
持
及
び
改
善
を
図
る
と

と
も
に
、
野
生
の
個
体
数
の
急
激
な
減
少
に
備
え
、
飼

育
下
に
お
け
る
繁
殖
技
術
を
確
立
し
、
適
切
な
方
法
に

よ
る
繁
殖
個
体
の
再
導
入
を
検
討
す
る
こ
と
等
に
よ

り
、
本
亜
種
が
自
然
状
態
で
安
定
的
に
存
続
で
き
る
状

態
と
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
。

第
二

事
業
の
区
域

東
京
都
小
笠
原
諸
島
及
び
第
三
の
三
に
よ
り
飼
育
下

に
お
け
る
繁
殖
を
行
う
区
域

第
三

事
業
の
内
容

一

生
息
状
況
等
の
把
握

^

生
息
状
況
の
調
査
及
び
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

本
亜
種
の
生
息
域
、
生
息
密
度
等
の
生
息
状
況

を
把
握
す
る
た
め
の
調
査
を
行
い
、
そ
の
動
向
に

つ
い
て
定
期
的
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
行
う
。な
お
、

火
山
列
島
（
北
硫
黄
島
、硫
黄
島
及
び
南
硫
黄
島
）

に
お
い
て
は
、
生
息
状
況
の
調
査
等
に
よ
り
、
個

体
群
の
状
況
を
把
握
す
る
よ
う
努
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
許
法
施
行
令
第
十
二

条
第
二
号
（
実
用
新
案
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政

令
第
十
七
号
）
第
四
条
第
二
項
、
意
匠
法
施
行
令
（
昭

和
三
十
五
年
政
令
第
十
八
号
）
第
二
項
及
び
特
許
協
力

条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
二
百
九
十
一
号
）
第
四
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
は
、
こ
の
政

令
の
施
行
の
日
以
後
に
特
許
庁
に
お
い
て
審
査
の
事
務

を
開
始
し
た
者
に
係
る
審
査
官
の
資
格
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
に
特
許
庁
に
お
い
て
審
査
の
事
務
を
開
始

し
た
者
に
係
る
審
査
官
の
資
格
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

経
済
産
業
大
臣

二
階

俊
博

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

私
立
認
定
保
育
所
に
係
る
前
条
第
三
号
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
又
は
第
五
十
一
条
第

二
号
若
し
く
は
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
五
十

一
条
第
二
号
若
し
く
は
第
四
号
又
は
就
学
前
保
育
等

推
進
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
た
法
第
五
十
一
条
第
四
号
」
と
、「
が
あ
る
と
き

は
、」と
あ
る
の
は
「
が
あ
る
と
き
は
、
就
学
前
保
育

等
推
進
法
第
十
三
条
第
四
項
の
保
育
料
を
除
き
、」

と
、「
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
額
」
と

あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収

金
の
額
又
は
就
学
前
保
育
等
推
進
法
第
十
三
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
五
十
一
条

第
四
号
に
規
定
す
る
保
育
料
額
」
と
す
る
。

（
社
会
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

社
会
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第

百
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

認
定
こ
ど
も
園
（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る

教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
六

条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
を
い
う
。）

で
あ
る
同
法
第
三
条
第
二
項
の
幼
保
連
携
施
設
を

構
成
す
る
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

百
六
十
四
号
）
に
規
定
す
る
保
育
所
を
経
営
す
る

事
業

第
四
条
第
六
号
中「（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十

四
号
）」を
削
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣

川
崎

二
郎

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

〇
経
済
産
業
省
令
第
八
十
一
号

特
許
法
施
行
令
及
び
特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
の
一
部

を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）

の
施
行
に
伴
い
、
特
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
八
月
九
日経

済
産
業
大
臣

二
階

俊
博

特
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

特
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第

十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
一
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
中
「
第
十
四
条

第
二
号
ハ
」
を
「
第
十
四
条
第
二
号
ロ
」
に
、「
第
一
条
の

二
第
二
号
ハ
」
を
「
第
一
条
の
二
第
二
号
ロ
」
に
改
め
、

同
条
第
五
項
中
「
第
十
四
条
第
二
号
ニ
」
を
「
第
十
四
条

第
二
号
ハ
」
に
、「
第
一
条
の
二
第
二
号
ニ
」
を
「
第
一
条

の
二
第
二
号
ハ
」
に
、「
か
ら
ハ
ま
で
」
を
「
及
び
ロ
」
に

改
め
る
。

第
七
十
四
条
第
三
項
中
「
と
し
、
個
人
に
あ
つ
て
は
所

得
税
法
第
二
百
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
写

し
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
を
同

項
第
二
号
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
特
許
法
施
行
令
及
び
特
許
法
等
関
係
手

数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
の
日
か
ら
施
行

す
る
。

〇
法
務
省
告
示
第
三
百
九
十
号

不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
の
登
記
事
務

を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
九
日法

務
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

与
謝
野

馨

登

記

所

登
記
事
務

指
定
の
効
力

が
生
ず
る
日

釧
路
地
方
法
務
局

北
見
支
局

共
同
担
保
目
録
の

登
記
事
務

平
成
十
八
年
八

月
十
日

水
戸
地
方
法
務
局

龍
ヶ
崎
支
局

土
地
及
び
建
物
の

登
記
事
務
（
共
同

担
保
目
録
及
び
信

託
目
録
の
登
記
事

務
を
除
く
。）

平
成
十
八
年
八

月
十
四
日

鹿
児
島
地
方
法
務

局
奄
美
支
局

共
同
担
保
目
録
の

登
記
事
務

平
成
十
八
年
八

月
三
十
一
日

岡
山
地
方
法
務
局

新
見
支
局

共
同
担
保
目
録
の

登
記
事
務

平
成
十
八
年
九

月
七
日

京
都
地
方
法
務
局

舞
鶴
支
局

土
地
及
び
建
物
の

登
記
事
務
（
共
同

担
保
目
録
及
び
信

託
目
録
の
登
記
事

務
を
除
く
。）

平
成
十
八
年
九

月
十
九
日

宇
都
宮
地
方
法
務

局
烏
山
支
局

共
同
担
保
目
録
の

登
記
事
務

平
成
十
八
年
九

月
二
十
一
日

佐
賀
地
方
法
務
局

伊
万
里
支
局

共
同
担
保
目
録
の

登
記
事
務

平
成
十
八
年
九

月
二
十
一
日

前
橋
地
方
法
務
局

渋
川
出
張
所

土
地
及
び
建
物
の

登
記
事
務
（
共
同

担
保
目
録
及
び
信

託
目
録
の
登
記
事

務
を
除
く
。）

平
成
十
八
年
九

月
二
十
五
日

š
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